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令和５年第３回鹿嶋市議会定例会提出議案説明書 

 

議案第３９号 令和５年度鹿嶋市一般会計補正予算（第５号） 

       【政策企画部 財政課】 

 

１ 歳入歳出予算の補正について   

  既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 1億 4,960 万 9,000 円を追加し，

総額 243 億 9,092 万 3,000 円となりました。 

  歳入の主なものとして，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金及び

ブルーツーリズム推進支援事業費補助金などによる国庫支出金の増 2,950 万 2,000

円，介護保険特別会計繰入金などによる繰入金の増 2,895 万 8,000 円，前年度繰越

金の増 6,997 万 8,000 円を見込みました。 

  歳出の主なものとして，税還付金による還付金関係経費の増 1,267 万 9,000 円，

鹿行広域事務組合負担金による老人保護措置事業の減 1,163 万 4,000 円，施設改修

工事費による観光施設管理費の増 1,104 万 4,000 円，道路維持補修工事費による道

路維持補修費の増 7,000 万円を計上しました。 

 

２ 地方債の補正について 

  市債は，排水整備事業を追加し，小学校施設整備事業について限度額を変更しま

した。 

 

 

議案第４０号 令和５年度鹿嶋市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

       【健康福祉部 国保年金課】 

 

既定の歳入歳出予算の総額に増減はありませんが，歳入として，繰入金 12 万円を

減額し，国庫支出金 12 万円を見込みました。 

 歳出として，国民健康保険事業費納付金中医療給付費分 1,000 円を計上し，国民健

康保険事業費納付金中後期高齢者支援金等分 1,000 円を減額しました。 

 

 

議案第４１号 令和５年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

       【福祉事務所 介護長寿課】 

 

既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 1億 754 万 4,000 円を追加し，総

額 49億 736 万 5,000 円となりました。 

 歳入として，国庫支出金 49 万 7,000 円，繰越金 1 億 704 万 7,000 円を見込みまし
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た。 

 歳出として，積立金 4,678 万 1,000 円，諸支出金 6,076 万 3,000 円を計上しました。 

 

 

議案第４２号 令和５年度鹿嶋市下水道事業会計補正予算（第１号） 

       【都市整備部 下水道課】 

 

収益的収支については，既定の収入予算総額に増減はありませんが，既定の支出

予算総額から，営業費用 987 万 2,000 円を減額し，総額 14 億 5,280 万円となりまし

た。 

 資本的収支については，既定の収入予算総額に増減はありませんが，既定の支出予

算総額から，建設改良費 175 万 5,000 円を減額し，総額 12 億 2,809 万 9,000 円とな

りました。 

 

 

議案第４３号 令和５年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第１号） 

       【水道事業都市整備部 水道課】 

 

 収益的収支については，既定の収入予算総額に増減はありませんが，既定の支出予

算総額に，営業費用 929 万 8,000 円を追加し，総額 17 億 5,420 万 5,000 円となりま

した。 

 

 

議案第４４号 鹿嶋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例 

       【総務部 総務課】 

 

 生活保護における医療扶助のオンライン資格確認の導入に伴い，生活保護法に準じ

て行う生活に困窮する外国人の保護の措置に関する事務に個人番号を利用するため，

条例の一部を改正するものです。 

 

 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       【福祉事務所 生活福祉課】 
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 人権擁護委員候補者の推薦について，人権擁護委員法第６条第３項の規定により議

会の意見を求めるものです。 

 

１ 本宮 和子（再任） 

  長年にわたり公民館に勤務し，様々な公民館活動を通じて地域活動をけん引して

きました。地域の実情を細かに把握し，平成２１年１月１日に鹿嶋市人権擁護委

員に就任して以来，公正な立場で相談に応じ，必要な法律上の知識習得に努める

など，積極的な活動をしています。 

 

２ 松岡 みち子（再任） 

  人格識見が高く，小学校教諭として長年にわたり児童・生徒の健全育成に尽力

してきました。地域の実情にも通じており，平成３０年１月１日に鹿嶋市人権擁

護委員に就任して以来，公正な立場で相談に応じ，必要な法律上の知識習得に努

めるなど，積極的な活動をしています。 

 

３ 黒沢 正明（新任） 

  昭和５６年に鹿島町役場（当時）に入庁し，市制施行後，市民協働部長や教育委

員会事務局部長として市行政運営に手腕を発揮してきました。在職中は，人権教

育や男女共同参画に関する業務を担当し，多くの研修を通じて幅広い知識と識見

を有しています。 

 

 

認定第１号 令和４年度鹿嶋市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定について 

      【政策企画部 財政課】 

認定第２号 令和４年度鹿嶋市下水道事業会計決算認定について 

      【都市整備部 下水道課】 

認定第３号 令和４年度鹿嶋市水道事業会計決算認定について 

      【水道事業都市整備部 水道課】 

 

 令和４年度の鹿嶋市一般会計及び特別会計，鹿嶋市下水道事業会計並びに鹿嶋市水

道事業会計の決算について，認定を求めるものです。 

 


